
市営住宅入居者募集における犯罪被害者等の優先入居の流れ

犯罪被害者等
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総合相談窓口

市営住宅入居契約担当

住宅に関する相談

市営住宅入居の優先選
考制度の概要と必要書
類等について説明

課税証明書等に加え、犯罪被
害についての申立書及び住宅
に困窮する理由書等を準備

資格審査

契 約本人が来庁し契約

空家を確保（本市の指定する
住宅に限る。）し、契約関係書
類を送付

保証人の印鑑証明、敷金を準備

入居者資格を
満たしている場合

必要に応じ、制度や必要
書類等について説明

入 居

明らかに資格をみたさな
い者にはその旨も説明。
収入要件等詳細について
は都市整備局に問い合わ
せるよう伝える。

※斡旋住宅は本市が指定する住宅に限る
※資格審査から入居までの期間は、概ね２ヵ月程度

連絡・協議

本人の同意を得て、大阪府警察
本部に内容確認

申立書

課税証明書、住宅に困窮する
理由書等を提出

課税証明書、理由書、申立書等
に副申書を添えて提出

課税証明書
理由書等

課税証明書、理由書、
申立書、副申書等

契約関係書類送付

敷金納付
契約関係書類等提出


